
 
 

『
官
府
御
沙
汰
略
記
』
の
著
者
小
野
直
方
に
つ
い
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直
方
と
直
賢 

 

氏 

家 

幹 
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本
稿
は
、
当
館
が
所
蔵
す
る
幕
臣
小
野
家
の
記
録
『
官
府
御
沙
汰
略
記
』

（『
略
日
記
』
と
も
）
の
著
者
、
小
野
直
方
（
通
称
甚
平
）
に
つ
い
て
新
た

に
判
明
し
た
事
実
の
概
略
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。「
新
た
に
判
明
し
た
」

と
言
っ
て
も
、
筆
者
（
氏
家
）
が
発
掘
し
た
史
料
に
よ
っ
て
従
来
知
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
史
実
が
解
き
明
か
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
晴
れ
が
ま
し
い
も

の
で
は
な
い
。
晴
れ
が
ま
し
い
ど
こ
ろ
か
、
本
稿
は
筆
者
が
調
査
不
足
の
た

め
に
犯
し
た
間
違
い
を
修
正
す
る
た
め
の
懺
悔
の
報
告
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

 

誤
解
が
生
じ
た
の
は
、
小
野
直
方
の
正
体
に
つ
い
て
で
あ
る
。
小
野
直
方

と
は
何
者
か
。
と
り
あ
え
ず
『
官
府
御
沙
汰
略
記
』
に
つ
い
て
、
当
館
特
別

展
『
旗
本
御
家
人
』（
二
〇
〇
九
年
四
月
開
催
）、『
病
と
医
療
』（
二
〇
〇
八

年
四
月
開
催
）
で
筆
者
が
記
し
た
解
説
を
、
問
題
の
箇
所
に
傍
線
を
付
し
て

挙
げ
て
み
よ
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

『
官
府
御
沙
汰
略
記
』
は
、
広
敷
添
番
（
ひ
ろ
し
き
そ
え
ば
ん 

大
奥

の
出
入
り
の
監
視
等
を
担
当
）
を
最
後
に
引
退
し
た
幕
臣
、
小
野
直
方

（
お
の
・
な
お
か
た
）
が
、
延
享
２
年
（
１
７
４
５
）
か
ら
安
永
２
年

（
１
７
７
３
）
ま
で
、
幕
府
の
令
達
や
人
事
等
の
記
事
に
加
え
小
野
家

の
日
々
の
生
活
を
記
録
し
た
書
。（『
旗
本
御
家
人
』） 

  
 

『
官
府
御
沙
汰
略
記
』
は
、
別
名
『
略
日
記
』。
延
享
２
年
（
１
７
４

５
）
９
月
か
ら
安
永
２
年
（
１
７
７
３
）
ま
で
、
小
石
川
三
百
坂
（
現

在
の
文
京
区
小
石
川
３
丁
目
の
う
ち
）
に
屋
敷
が
あ
っ
た
幕
臣
小
野
家

の
隠
居
が
記
し
た
日
記
で
す
。（『
病
と
医
療
』） 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

補
足
す
れ
ば
、『
官
府
御
沙
汰
略
記
』（『
略
日
記
』
と
も
）
は
直
方
の
自

筆
で
、
全
二
十
八
冊
（
請
求
番
号 

一
六
五
―
〇
〇
四
四
）。
当
館
の
み
が

所
蔵
す
る
。
各
冊
首
に
「
明
治
十
六
年
購
求
」
と
「
図
書
局
文
庫
」
の
印
が

押
さ
れ
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
設
置
さ
れ
た
内
務
省
図
書
局
が
明
治

十
六
年
（
一
八
八
三
）
に
購
入
し
た
経
緯
が
わ
か
る
。
ほ
か
に
「
澹
寧
斎
図

書
記
」「
倹
堂
図
書
」
の
蔵
書
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
不

祥
だ
が
、
前
者
は
大
坂
の
儒
者
で
頼
山
陽
の
祖
父
に
あ
た
る
（
長
女
が
頼
春

水
に
嫁
い
で
山
陽
を
も
う
け
た
）
飯
岡
義
斎
（
一
七
一
七
―
八
九 

澹
寧
と

号
し
た
）
で
あ
ろ
う
。『
官
府
御
沙
汰
略
記
』
は
小
野
家
を
離
れ
た
の
ち
飯

一
〇
七

『
官
府
御
沙
汰
略
記
』
の
著
者
小
野
直
方
に
つ
い
て
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岡
義
斎
の
蔵
書
と
な
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

小
野
直
方
の
名
は
江
戸
研
究
者
の
間
で
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、

わ
ず
か
に
森
銑
三
（
一
八
九
五
―
一
九
八
五
）
が
「
内
閣
文
庫
に
蔵
す
る
小

野
直
方
の
『
略
日
記
』
と
い
ふ
書
の
中
に
（
下
略
）」（「
鍋
田
晶
山
書
簡
鈔
」）

や
「
今
日
小
野
直
方
の
略
日
記
を
見
る
に
（
下
略
）」（「
読
書
日
記
」）
な
ど

と
触
れ
て
い
る
だ
け
で
、
生
没
年
や
閲
歴
に
つ
い
て
は
記
し
て
い
な
い
。
森

が
『
下
谷
集
』
の
著
者
佐
善
雪
渓
（
一
六
五
六
―
一
七
四
五
）
に
つ
い
て
述

べ
た
文
章
（「
佐
善
雪
渓
」）
に
も
「
雪
渓
の
江
戸
に
於
け
る
門
人
の
一
人
に

幕
臣
の
小
野
が
あ
り
」
と
見
え
る
が
、「
直
方
は
ま
だ
そ
の
人
を
詳
か
に
せ

ぬ
が
、
通
称
は
甚
平
と
い
つ
た
」
と
あ
る
ば
か
り
だ
。 

森
の
よ
う
な
江
戸
人
物
研
究
の
大
家
で
さ
え
、
直
方
が
幕
臣
小
野
家
の
人

物
と
い
う
ほ
か
に
は
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
。現
在
、『
官
府
御
沙
汰
略
記
』

の
ほ
か
直
方
の
著
述
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
ほ
か
に
や
は
り
直
方
の
師
で
あ

っ
た
三
輪
執
斎
（
一
六
六
九
―
一
七
四
四
）
の
葬
儀
で
直
方
が
読
ん
だ
祭
文

が
高
瀬
武
次
郎
『
三
輪
執
斎
』
に
載
っ
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
著

書
、
編
著
と
言
え
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。 

無
名
の
江
戸
人
が
遺
し
た
二
十
九
年
間
の
記
録
。
そ
れ
で
も
森
が
内
閣
文

庫
を
訪
れ
て
閲
覧
し
、
当
館
の
特
別
展
で
、
重
要
文
化
財
で
も
閲
覧
を
制
限

さ
れ
た
貴
重
書
で
す
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
複
数
回
展
示
ケ
ー
ス
に
並

べ
ら
れ
た（
特
別
展
の
ほ
か
企
画
展「
江
戸
の
レ
シ
ピ
」で
も
取
り
上
げ
た
）

理
由
は
、
な
に
よ
り
そ
の
内
容
（
項
目
）
の
多
彩
さ
と
記
録
の
詳
細
さ
に
あ

る
。
と
り
あ
え
ず
思
い
つ
く
内
容
を
挙
げ
れ
ば
、 

―
勤
務
の
日
常
と
作
法
、
各
種
の
吟
味
と
競
技
会
（
役
人
採
用
の
筆
記
試

験
や
射
撃
ほ
か
武
術
検
定
）、
職
場
の
イ
ジ
メ
、
座
敷
牢
、
結
婚
と
再
婚
、

再
々
婚
、
持
参
金
、
出
産
、
法
事
、
葬
式
、
さ
ま
ざ
ま
な
年
中
行
事
と
子
供

の
通
過
儀
礼
、
疫
病
、
精
神
的
な
病
、
不
倫
の
始
末
、
離
婚
の
作
法
、
宴
会

の
献
立
、豊
富
な
食
材
と
そ
の
入
手
方
法
、家
計
の
や
り
く
り
、頼
母
子
会
、

借
金
を
め
ぐ
る
交
渉
、
将
棋
・
囲
碁
の
会
、
謡
の
会
、
子
弟
の
塾
通
い
、
武

術
の
稽
古
、
医
師
と
薬
、
臨
終
模
様
、
酒
や
醤
油
等
の
共
同
購
入
、
奉
公
人

（
武
家
の
下
男
下
女
な
ど
）
の
貸
し
借
り
、
幕
臣
た
ち
の
畑
作
、
園
芸
、
職

人
顔
負
け
の
手
仕
事
、男
の
料
理
、漬
物
や
柏
餅
の
レ
シ
ピ
、頻
繁
な
贈
答
、

近
所
づ
き
あ
い
、
歌
舞
伎
見
物
、
江
戸
の
事
件
簿
、
火
事
、
水
害
、
異
常
気

象
、
大
根
や
茄
子
ほ
か
品
々
の
詳
細
な
値
段
、
猫
の
話
、
等
々
―
。 

実
に
多
岐
に
わ
た
り
（
し
か
も
興
味
深
い
）
内
容
に
富
ん
で
い
る
。
現
存

す
る
膨
大
な
江
戸
期
の
史
料
の
な
か
で
も
、
幕
臣
の
生
活
記
録
と
し
て
質
量

と
も
に
最
も
上
質
な
物
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。 

あ
ま
り
の
面
白
さ
に
取
り
つ
か
れ
た
筆
者
は
、
複
製
物
を
作
製
し
て
読
み

ふ
け
り
、
雑
誌
『
太
陽
』（
平
凡
社
）
に
連
載
で
（
一
九
九
一
年
七
月
号
～

一
九
九
二
年
六
月
号
）
内
容
を
紹
介
、
関
連
論
考
と
合
わ
せ
て
『
小
石
川
御

家
人
物
語
』（
一
九
九
三
年 

朝
日
新
聞
社
）
と
し
て
出
版
し
た
。
そ
の
後

『
官
府
御
沙
汰
略
記
』
は
、
拙
著
『
江
戸
の
病
』（
二
〇
〇
九
年 

講
談
社

選
書
メ
チ
エ
）
で
も
主
要
な
史
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
間
、
や
は
り

『
官
府
御
沙
汰
略
記
』
の
史
料
的
価
値
の
大
き
さ
を
感
じ
た
山
田
忠
雄
氏

（
故
人 

当
時
東
海
大
学
教
授
）
の
解
説
を
添
え
た
影
印
版
全
十
四
冊
が
刊

行
さ
れ
て
い
る
（
一
九
九
二
年
～
九
四
年 

文
献
出
版
）。
今
日
に
至
る
ま

で
、
当
館
で
の
閲
覧
や
影
印
版
、
あ
る
い
は
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
『
官

府
御
沙
汰
略
記
』
に
触
れ
た
研
究
者
も
す
く
な
く
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
小

野
直
方
に
関
す
る
筆
者
の
誤
解
は
悔
や
ま
れ
、
早
急
に
こ
れ
を
修
正
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
〇
八

『
官
府
御
沙
汰
略
記
』
の
著
者
小
野
直
方
に
つ
い
て
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＊ 
間
違
い
は
、「
小
野
直
方
」
を
「
小
野
直
賢
」
と
同
一
人
物
と
思
い
込
ん

だ
こ
と
。 

『
官
府
御
沙
汰
略
記
』
の
舞
台
と
な
っ
た
小
石
川
三
百
坂
の
小
野
家
に
つ

い
て
、
幕
府
が
編
纂
し
た
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
は
、
延
宝
六
年
（
一
六

七
八
）
に
幕
府
の
「
御
徒
」
に
採
用
さ
れ
た
（
の
ち
組
頭
）
小
野
直
興
（
通

称
・
仙
右
衛
門
）
に
始
ま
り
、
直
賢
（
同
・
甚
右
衛
門
、
仙
右
衛
門
）、
直

泰
（
同
・
仙
之
助
、
庄
兵
衛
）、
直
英
（
同
・
甚
蔵
、
庄
兵
衛
）、
直
貞
（
同
・

半
弥
）ま
で
五
代
の
系
譜
が
載
っ
て
い
る
。こ
の
う
ち『
官
府
御
沙
汰
略
記
』

が
書
か
れ
た
時
代
の
小
野
家
の
当
主
は
、
最
後
の
年
（
安
永
二
年
）
を
除
い

て
直
泰
で
あ
り
、
直
泰
は
幕
臣
と
し
て
一
橋
徳
川
家
に
出
向
し
て
小
十
人
、

大
番
組
頭
、
徒
頭
を
歴
任
、
在
職
中
の
安
永
元
年
九
月
に
五
十
六
歳
で
病
死

し
た
（『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
は
六
十
歳
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
幕
府
に
届

け
出
た
官
年
齢
で
実
際
の
年
齢
と
異
な
る
）。 

直
泰
の
父
直
賢
に
つ
い
て
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
は
こ
う
記
し
て
い
る
。

「
宝
永
六
年
九
月
晦
日
遺
跡
を
継
、
の
ち
紅
葉
山
火
番
よ
り
御
徒
目
付
に
転

じ
、
そ
の
の
ち
御
広
敷
の
添
番
を
つ
と
む
」。
記
述
は
こ
れ
だ
け
で
、
兄
弟

姉
妹
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
「
直
賢
」
に
は
「
な
を
か
た
」
の
読
み
が

付
さ
れ
、
ナ
オ
カ
タ
と
読
ん
だ
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
直
賢
は
、

宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
九
月
晦
日
に
父
直
興
の
跡
を
継
い
だ
の
ち
、
紅
葉

山
火
番
、
徒
目
付
、
広
敷
添
番
を
歴
任
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

い
つ
何
歳
で
亡
く
な
っ
た
の
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
た
だ
直
泰
の
項
に
、

享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
十
二
月
二
日
に
直
泰
が
「
遺
跡
を
継
」
と
あ
り
、

享
保
十
四
年
十
二
月
二
日
（
実
際
に
は
後
述
の
よ
う
に
そ
の
数
か
月
前
）
に

は
没
し
て
い
た
。 

筆
者
が
犯
し
た
第
一
の
誤
り
は
、「
遺
跡
」
の
語
が
、
当
主
が
亡
く
な
っ

た
の
ち
に
相
続
す
る
場
合
に
の
み
用
い
ら
れ
る
の
を
見
過
ご
し
た
（
軽
視
し

た
）
こ
と
だ
っ
た
。
ご
く
初
歩
的
な
ミ
ス
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。『
寛
政

重
修
諸
家
譜
』
で
は
、
通
常
「
遺
跡
を
継
」
場
合
は
、
先
代
の
死
没
年
月
日

も
記
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
直
賢
の
場
合
は
死
亡
年
月
日
ど
こ
ろ
か
「
死
す
」

の
文
言
す
ら
な
い
。
こ
れ
が
筆
者
を
誤
ら
せ
た
一
因
か
も
し
れ
な
い
。
と
は

い
え
筆
者
が
重
大
な
読
み
落
と
し
を
し
た
事
実
に
変
わ
り
は
な
い
。
直
賢
は

享
保
十
四
年
内
に
は
す
で
に
こ
の
世
に
な
く
、
し
た
が
っ
て
『
官
府
御
沙
汰

略
記
』
の
著
者
で
は
あ
り
え
な
い
。
前
掲
展
示
解
説
の
傍
線
部
が
間
違
い
で

あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。 

 

も
っ
と
も
〝
誤
り
〟
を
犯
し
た
の
は
筆
者
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
山
田
忠

雄
氏
も
前
述
の
影
印
版
の
解
説
（
一
）
の
冒
頭
で
、「「
官
府
御
沙
汰
略
記
」

は
十
八
世
紀
前
・
中
期
に
御
家
人
ク
ラ
ス
の
下
級
幕
臣
だ
っ
た
、
小
野
直
方

（
正
し
く
は
直
賢
）
の
自
筆
稿
本
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
近
世
史
の
優

れ
た
研
究
者
で
あ
る
氏
は
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
の
記
述
は
も
ち
ろ
ん
確
認

し
て
い
た
が
、
直
泰
の
「
遺
跡
を
継
」
の
文
言
に
つ
い
て
は
「
父
の
死
去
に

伴
う
相
続
で
は
な
い
」
と
〝
軽
視
〟
ど
こ
ろ
か
こ
と
も
な
げ
に
一
蹴
し
て
い

る
。
直
方
＝
直
賢
で
あ
り
、
直
方
は
す
く
な
く
と
も
安
永
二
年
ま
で
存
命
し

て
お
り
直
泰
が
「
遺
跡
を
継
」
は
あ
り
え
な
い
か
ら
だ
。
さ
ら
に
直
方
と
直

泰
の
年
齢
差
が
親
子
に
し
て
は
近
す
ぎ
る
（
氏
は
十
三
歳
と
し
て
い
る
が
正

し
く
は
十
六
歳
）
こ
と
か
ら
、
氏
は
こ
う
も
推
測
し
て
い
る
。「
直
賢
は
、

直
興
の
実
子
で
は
な
く
、
養
子
と
し
て
小
野
家
を
継
ぎ
、
直
興
の
実
子
直
泰

の
成
長
（
直
泰
が
家
督
を
継
い
だ
と
き
は
十
七
才
）
を
ま
っ
て
、
二
十
九
才

の
若
さ
で
家
督
を
直
泰
に
譲
り
、
隠
居
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」。
直
興
は

実
子
の
直
泰
が
十
七
歳
に
な
る
ま
で
、
中
継
ぎ
と
し
て
養
子
の
直
賢
（
氏
に

一
〇
九

『
官
府
御
沙
汰
略
記
』
の
著
者
小
野
直
方
に
つ
い
て

『
北
の
丸
』
第
53
号　
　



 
 

よ
れ
ば
直
方
と
同
人
物
）
に
跡
を
譲
り
、
直
泰
が
晴
れ
て
十
七
歳
に
な
っ
た

と
き
、
直
賢
は
隠
居
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。 

な
ぜ
十
七
歳
な
の
か
。
そ
れ
は
十
七
歳
未
満
で
当
主
が
死
ぬ
と
幕
臣
の
家

は
取
り
潰
し
に
な
る
と
い
う
原
則
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
直
泰
の
官
年
齢
（
届

け
出
年
齢
）
が
実
年
齢
よ
り
四
歳
多
い
の
も
そ
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

以
上
の
推
量
は
、
氏
が
直
方
＝
直
賢
と
確
信
し
て
い
た
か
ら
で
、
筆
者
も
ま

た
同
様
の
推
測
を
逞
し
く
し
て
い
た
。
そ
の
証
拠
に
、
氏
は
上
記
に
続
け
て

「（
こ
の
点
、
氏
家
幹
人
氏
の
ご
示
唆
に
よ
る
）」
と
付
け
加
え
て
い
る
。 

「
直
賢
」と「
直
方
」の
読
み
も
筆
者
ら
を
誤
ら
せ
た
原
因
の
ひ
と
つ
だ
。

筆
者
は
「
直
賢
」
が
隠
居
後
（
も
ち
ろ
ん
実
際
に
は
死
者
の
隠
居
は
あ
り
え

な
い
）、
画
数
を
省
い
た
「
直
方
」
に
改
め
た
の
で
は
と
推
測
し
た
。『
官
府

御
沙
汰
略
記
』で
は
極
小
の
文
字
が
用
い
ら
れ
た
た
め
、画
数
の
少
な
い「
方
」

が
代
用
さ
れ
た
の
で
は
、
と
も
。
加
え
て
直
方
は
文
字
に
は
比
較
的
こ
だ
わ

り
が
な
い
人
で
、
た
と
え
ば
小
野
家
の
菩
提
寺
「
盛
雲
寺
」
を
終
始
「
晴
雲

寺
」
と
表
記
し
て
い
る
。
あ
れ
や
こ
れ
や
、
筆
者
は
（
そ
し
て
山
田
氏
も
）、

小
野
直
賢
を
小
野
直
方
と
誤
認
し
て
し
ま
っ
た
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
を

見
る
か
ぎ
り
、「
直
方
」
に
相
当
す
る
人
は
「
直
賢
」
以
外
に
思
い
浮
か
ば

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 

 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
小
野
直
方
の
名
は
見
え
な
い
。
小
野
直
賢
で
な

い
と
す
れ
ば
、
彼
は
い
っ
た
い
何
者
な
の
か
。 

当
館
は
、『
諸
家
系
譜
』（
一
五
六
―
〇
〇
二
三
・
〇
〇
二
四
）
と
題
す
る

内
閣
文
庫
史
料
を
所
蔵
し
て
い
る
（
所
蔵
は
当
館
の
み
）。
福
井
保
氏
の
解

説
（『
未
刊
史
料
細
目
』
下
所
収
）
に
よ
れ
ば
、「
本
書
は
「
続
藩
翰
譜
」「
寛

政
重
修
諸
家
譜
」
編
集
の
資
料
と
し
て
幕
府
が
大
名
・
旗
本
か
ら
提
出
さ
せ

た
家
譜
を
、姓
氏
の
伊
呂
波
順
に
排
列
し
、書
き
上
げ
の
形
の
ま
ま
に
浄
書
、

編
綴
し
た
も
の
で
」、
旗
本
諸
家
の
分
（
一
五
六
―
〇
〇
二
三
）
二
百
二
十

五
冊
、
大
名
の
分
（
一
五
六
―
〇
〇
二
四
）
七
十
一
冊
。
大
名
の
分
は
五
十

余
家
の
み
現
存
し
、旗
本
の
分
に
も
欠
脱
は
あ
る
が
、「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」

の
「
編
集
の
過
程
で
切
り
捨
て
ら
れ
、
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
記
事
」
が
豊
富

に
見
出
さ
れ
、「
字
句
の
異
同
も
多
い
」。
す
な
わ
ち
旗
本
諸
家
の
系
譜
と
し

て
き
わ
め
て
貴
重
な
史
料
な
の
で
あ
る
。
福
井
氏
に
よ
れ
ば
、
本
書
に
収
め

ら
れ
た
旗
本
諸
家
の
家
譜
の
大
部
分
は
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
か
ら
同
十

二
年
の
間
に
提
出
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
補
訂
し
て
享
和
・
文
化
頃
に

再
提
出
さ
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
る
と
い
う
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
の
編
集

に
際
し
て
こ
れ
ら
の
提
出
文
書
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

『
諸
家
系
譜
』（
一
五
六
―
〇
〇
二
三
）
の
第
八
十
三
冊
目
に
「
小
野
」

諸
家
の
当
主
か
ら
幕
府
に
差
し
出
し
た
系
譜
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
一

家
に
『
官
府
御
沙
汰
略
記
』
の
小
野
家
が
含
ま
れ
て
い
る
。
今
年
に
な
っ
て

改
め
て
『
官
府
御
沙
汰
略
記
』
を
調
査
す
る
ま
で
そ
れ
に
気
が
付
か
な
か
っ

た
の
は
、
あ
き
ら
か
に
筆
者
の
調
査
不
足
で
あ
り
、
研
究
者
と
し
て
の
怠
慢

だ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
早
速
記
述
内
容
を
紹
介

し
た
い
。 

小
野
家
の
系
譜
を
作
成
し
、寛
政
十
一
年
十
二
月
に
提
出
し
た
の
は
、『
寛

政
重
修
諸
家
譜
』
で
冒
頭
に
置
か
れ
た
直
興
（
仙
右
衛
門
）
か
ら
数
え
て
五

代
目
に
当
た
る
直
貞
（
通
称
半
弥
）
で
、
当
時
二
十
六
歳
。
寛
政
八
年
四
月

六
日
か
ら
御
勘
定
を
務
め
て
い
た
。
提
出
し
た
系
譜
の
奥
に
以
下
の
よ
う
に

記
さ
れ
、
当
時
は
拝
領
屋
敷
の
小
石
川
三
百
坂
で
は
な
く
、
本
所
の
堀
内
小

十
郎
方
に
同
居
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
堀
内
小
十
郎
（
名
は
氏
睦
）
は

一
一
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小
十
人
を
務
め
る
幕
臣
で
、
直
貞
の
実
父
だ
っ
た
。
小
野
直
英
の
養
子
と
な

っ
た
直
貞
（
半
弥
）
は
、
当
時
拝
領
屋
敷
を
人
に
貸
し
、
自
身
は
実
家
で
暮

ら
し
て
い
た
ら
し
い
。 

 
 
 

 
 
 

高
百
五
十
俵 

本
国
近
江
／
生
国
武
蔵 

 

拝
領
屋
敷
小
石
川
三
百
坂
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

当
時
本
所
駒
留
嶋
脇
小
十
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

日
根
九
郎
兵
衛
組
堀
内
小
十
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

方
ニ
同
居 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
十
六
歳 

 
 
 
 
 

寛
政
十
一
己
未
年
十
二
月 

 
 
 
 

小
野
半
弥 

花
押 

  
 

 

直
貞
は
、
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
に
没
し
た
小
野
三
郎
義
則
に
遡
っ
て

小
野
家
の
系
譜
を
記
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
そ
の
す
べ
て
を
紹
介
す
る
必
要

は
な
い
（
内
容
は
す
べ
て
当
館
の
閲
覧
室
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
デ
ジ
タ
ル
ア

ー
カ
イ
ブ
で
確
認
で
き
る
）。
は
た
し
て
福
井
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
『
諸
家

系
譜
』
の
記
事
は
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
よ
り
は
る
か
に
詳
細
で
、
後
者
編

集
の
過
程
で
削
ら
れ
た
部
分
の
多
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。
小
野
家
の
場
合
も
例

外
で
は
な
い
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
で
漏
れ
て
い
た
直
興
、
直
賢
の
死
亡

年
月
日
も
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
七
月
九
日
、
享
保
十
四
年
（
一
七
二

九
）
閏
九
月
二
十
六
日
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。 

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
記
載
の
な
い
直
賢
の
妹
弟
も
載
っ
て
い
た
。
三

人
の
妹
と
二
人
の
弟
。
い
ず
れ
も
直
賢
と
同
腹
で
、
妹
は
そ
れ
ぞ
れ
幕
臣
の

三
宅
茂
助
（
御
徒
）
と
平
塚
教
巴
（
漆
奉
行
）、
小
野
一
吉
（
旗
奉
行
）
に

嫁
い
だ
。
さ
て
弟
は
ど
う
な
っ
た
だ
ろ
う
か
。
末
弟
は
藤
堂
家
の
家
臣
小
野

家
に
養
子
入
り
し
た
小
野
岡
右
衛
門
で
、
上
の
弟
の
名
は
、
読
解
に
す
こ
し 

手
間
取
っ
た
が
な
ん
と
か
「
直
方
」
と
読
め
た
。
あ
わ
せ
て
「
小
野
甚
平
」

と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
『
官
府
御
沙
汰
略
記
』
の
著
者
「
小

野
直
方
」
だ
。
す
な
わ
ち
直
方
は
、
享
保
十
四
年
閏
九
月
二
十
六
日
に
亡
く

な
っ
た
小
野
直
賢
で
は
な
く
、そ
の
弟
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
学
問
師
範 

安

永
四
未
年
正
月
廿
九
日
死 

七
十
五
」
と
い
う
記
述
も
重
要
だ
。
彼
が
幕
府

の
役
を
務
め
る
こ
と
な
く
、「
学
問
師
範
」
と
し
て
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）

に
七
十
五
歳
で
没
し
た
事
実
が
判
明
す
る
。
だ
と
す
れ
ば
安
永
二
年
（
一
七

七
三
）
で
終
わ
っ
て
い
る
現
存
の
『
官
府
御
沙
汰
略
記
』
は
実
は
全
冊
で
は

な
く
、
一
、
二
年
先
ま
で
作
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。 

『
諸
家
系
譜
』
の
小
野
家
系
譜
は
、
干
支
や
漢
数
字
の
ほ
か
、「
小
野
半

弥
」
と
あ
る
べ
き
所
が
「
小
野
半
助
」
と
誤
記
さ
れ
る
な
ど
転
写
さ
れ
た
形

跡
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
記
述
に
全
幅
の
信
頼
は
置
け
な
い
が
、
系
譜
と
し

て
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
精
度
を
帯
び
て
い
る
の
は

事
実
だ
。
小
野
家
で
は
毎
年
九
月
二
十
六
日
に
「
洞
玄
院
正
忌
日
」
と
し
て

霊
前
に
御
供
え
を
し
て
い
る
が（
た
と
え
ば
宝
暦
七
年『
官
府
御
沙
汰
略
記
』

に
「
洞
玄
院
正
忌
日
霊
膳
供
」
と
あ
る
）、
筆
者
は
洞
玄
院
が
直
方
の
兄
直

賢
の
法
名
で
あ
る
こ
と
も
、『
諸
家
系
譜
』
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
知
っ
た
の

で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 

 

以
上
、
江
戸
中
期
の
江
戸
の
暮
ら
し
と
武
士
家
族
の
日
常
を
知
る
う
え
で

欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
記
録
『
官
府
御
沙
汰
略
記
』
の
著
者
小
野
直
方
に

つ
い
て
、
彼
が
小
野
直
賢
で
は
な
く
、
そ
の
弟
だ
っ
た
事
実
を
述
べ
た
。
依
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拠
し
た
の
は
当
館
所
蔵
の
『
諸
家
系
譜
』
で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
直
方
の
死
か
ら
二
十
四
年
後
に
幕
府
に
差
し
出
さ
れ
た
小
野

家
の
系
譜
が
す
べ
て
事
実
と
は
限
ら
な
い
。
江
戸
時
代
の
武
士
の
系
譜
と
り

わ
け
幕
臣
の
そ
れ
に
多
く
の
嘘
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
あ
ら
た
め
て
言
う

ま
で
も
な
い
。
出
生
年
月
日
、
死
亡
年
月
日
は
多
く
の
場
合
、
家
の
経
済
事

情
や
相
続
の
た
め
に
加
工
さ
れ
、
養
子
の
出
自
が
事
実
と
異
な
る
場
合
す
ら

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
嘘
は
一
家
の
事
情
ば
か
り
で
な
く
、
親
類
各
家
の
都
合

と
複
雑
に
か
ら
ま
り
、
親
戚
一
同
で
協
議
の
上
（
口
裏
を
合
わ
せ
）
編
み
出

さ
れ
た
。
記
述
内
容
が
ど
こ
ま
で
真
実
な
の
か
。
迷
宮
の
よ
う
な
系
譜
に
わ

け
入
っ
て
真
実
を
解
き
明
か
す
の
は
容
易
で
は
な
い
。
筆
者
や
山
田
氏
が

「
遺
跡
」
の
文
言
を
軽
視
し
た
の
も
、
系
譜
の
記
述
に
対
す
る
不
信
感
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
本
稿
の
ケ
ー
ス
は
事
情
が
異
な
る
。
そ
れ
は

『
諸
家
系
譜
』
と
い
う
よ
り
一
次
史
料
に
近
い
史
料
の
調
査
を
怠
り
、
そ
れ

を
大
幅
に
省
略
し
た
編
纂
物
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
依
拠
し
た
結
果
生
じ

た
研
究
者
と
し
て
恥
ず
べ
き
誤
解
の
修
正
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
だ
。 

 

（
国
立
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文
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